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主な内容 
１ 調整監所感 
２ 市町派遣指導主事からの報告 
３ 人権教育 
４ 生徒指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊「管内の教育」は島根県教育庁 出雲教育事務所ウェブサイトにカラーで掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出雲市立鰐淵小学校から始まった教育事務所長訪問は、

ちょうど梅雨入りとなった5月29日から始まりました。 

叩きつける雨の中、駆け込むように校舎に入ると、「い

らっしゃいました。」と迎えてくださる校長先生の笑顔が

印象強く残っています。 

各校への訪問時には授業中などと重なっていたことも

あり、なかなか子どもの姿を見ることはできませんでした

が、それでも、これからプールに入るとはりきって廊下を

歩く子どもや理科の学習で植物の観察中にもかかわらず

「こんにちは」と元気に挨拶をする子どもの姿に、元気と

パワーをもらいました。制約された時間の中での訪問でし

たが、新年度の学校体制・経営方針・今後の人事異動の見

通し等について、丁寧な説明をしてくださいましたこと感

謝します。 

 

各学校で進められている業務改善の取組 

訪問の中で印象に残ったことの 1 つが各学校で取り組

まれている業務改善でした。令和元年度から進められてい

る「教職員の働き方改革」ですが、各学校の実態や状況に

応じて工夫した取組が行われていました。いくつかの事例

を紹介します。 

 

昔の学校の授業時間は今よりも多い？ 

題名にした「校長先生、私の子どもの頃は学校から帰っ

てからも時間があったような…」という言葉は、私が昨年

度まで勤務していた学校の保護者から尋ねられた言葉で

す。今は、小学校高学年は月曜から金曜まで毎日6時間授

業、職員会議がある月曜を除くと下校時刻は 16 時を過ぎ

ています。私が小学生だった頃（もう 40 年以上も前にな

りますが）を思い起こすと、学校から帰ると友達の家に 

 

 

 

 

 

遊びにとんで行ったり、近所の田んぼに集合して野球をし

たりと毎日楽しみました。 

そこで、私が小学生だった頃（1971年施行）の小学校の

総授業時数を調べました。すると当時の小学校6年生は年

間1,085時間だったことが分かりました。現行は1,015時

間ですので、今よりも多いことになります。それなのに夕

方ゆとりがあった記憶は間違いだったのでしょうか。もう

少し調べると、そのカラクリが分かりました。それは週６

日制でした。そこで、週授業時数から土曜の授業時数４時

間を引いた平日の授業時数で比べると、5.4時間（1971年

施行）と5.8時間（現行）の違いがあることが分かりまし

た。（※1）前者だと月曜から金曜までの間に週 3 日は 5 時

間の日があり、後者だと１日ということになります。土曜

日はあるものの平日５時間の日が３日あれば、放課後遊び

回っていた状況も納得できます。逆に、今の子どもの様子

を見ると、朝から元気がなく、疲れた表情をしている子ど

もが多い気がします。子どもが帰宅してからの家での過ご

し方は様々だと思いますが、１日学校で頑張った気持ちを

リフレッシュさせたり、疲れをとったりするという貴重な

意味もあるのではないかと思います。 

生き生きとした子どもの笑顔が見たい 

前任校で私は、子どもの生き生きとした顔が見たいと学

校の生活時程等の見直しを検討しました。そして、月１回

全校５時間の日を設定しました。（生活時程の見直しは、

児童が通学に使う定期バスの変更との兼ね合いで検討の

ままとなりました）私だけの思いかもしれませんが、子ど

もも教職員も生き生きとした笑顔につながったのではな

いかと考えています。 

教職員の働き方改革を進める目的は、①教育の質の向上

②教職員の心身の健康保持③仕事と生活の充実④教職を

目指す人材の確保です。いずれの目的も学校の主役である

子どもの生き生きとした笑顔につながります。子どもの生

き生きとした笑顔に迫るアプローチは、授業研究や生徒指

導の実践など、様々あると思います。各学校において学校

の特色、実態や状況などに応じた充実した教育活動が展開

されることを願っています。 

 

・休み時間を5分に短縮することで児童の下校時刻を早め、

放課後の時間を確保する。 

・通知票を前期と後期の2回にする。前期は夏季休業中に

作業する。 

・5時間授業の日を設定する。（授業時間の確保は夏季休業

で調整） 

出雲教育事務所    令和５年９月 

調整監  梅木 喜嗣 

校長先生、私の子どものころは学校から帰ってからも時間があったような… 

※１ 参考文献「教育課程の時数の歴史 小学校1886～2017年」2017 年1 月20 日初版 作成発行 中央大学池田賢市研究室 東京学芸大学大森直樹研究室 



   不登校対策事業について                  出雲市派遣指導主事 広渡 良 

 出雲市では近年、不登校及び不登校傾向児童生徒数が増加しており、その対策が喫緊の課題となっています。今年度も、県
からの委託事業として、「子どもと親の相談員」を小学校 12 校に配置しています。また、出雲市の単独事業として、子どもと親の
相談員の中学校版と言える「出雲市不登校相談員」を中学校8校に配置しています。他にも市独自で、長期欠席調査（原則月1
回）を児童生徒理解に活用しています。以下は主な対策事業です。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置、運営 ・すずらん教室
・光人塾
・コスモス教室

調整

連携

調整

○不登校未然防止の取組
・アンケートＱＵ
　（小２～中３　年２回）

○初期対応
支援 支援 ・欠席１日目　電話連絡

・欠席２日目　家庭訪問

・欠席３日目　組織対応

・週１回以上の本人確認

校内不登校対策委員会

　　　

開催要請

参加 参加

・児童相談所 ・児童自立支援施設
・市福祉部局 ・社会福祉協議会
・子ども・若者支援センター ・民生委員、児童委員
・警察署 ・医療機関
・児童養護施設 ・保健所 など

  ※家庭への福祉的支援や
　   関わりが必要なケース　等

　※複数の関係機関等の協力を
     得ることが必要なケース

家庭支援会議

配置

連携

連携

配置

派遣

教育支援センター市教委（児童生徒支援課）

関係機関

学 校

児童生徒支援調整員 １名

不登校対策指導員

（トライアングル） ３名

スクールソーシャルワーカー

（ＳＳＷ） ９名

心理相談員 １名

スクールカウンセラー（ＳＣ）

全校配置（若松分校を除く）

不登校相談員

小１２校、中８校

不登校対策コーディネーター

令和５年度 不登校対策事業イメージ

市町派遣指導主事からの報告 

県教委指定：「人権教育研究指定校」雲南市立加茂中学校の実践紹介（令和5年度、令和4年度は文科省指定） 

研究主題「つながりあい、ともに成長しようとする生徒の育成」 
～人間関係づくり、集団づくりをとおして～ 

              雲南市派遣指導主事 白石 睦 
めざす生徒の姿 

 
 
 
 
 
 

 

【特色ある実践】 

◇「かもとくタイム」：人とのかかわりや思いやり・絆をはぐくむために 

   名城大学：曽山教授が提唱される「スリンプル・プログラム」をすべてのクラス

で週１回実施し、生徒同士のソーシャル・スキルや互いを知る活動を通して絆を育

む。（令和４年度よりスタート） 

  成果：授業場面では、誰に対しても相手を尊重し思いやりをもって接することがで

き、友達の意見を聞く姿勢や態度が育ってきている。そのことが授業への集中や積

極的参加につながっている。 

◇「人権集会かもト～～ク！！」：生徒の自立・自律の心を育てるために 

   生徒会が中心となりよりよい学校生活を送るためのアンケート（２０項目）を実

施し、かもとくタイムで培った手法を用いて、その実現について話し合う。（令和４

年５月からスタートし、アンケートは３回目） 

成果：「学校内における不快な言動」について回答した生徒数が昨年度の３分の１に

（R4・5月：39人 → R4・11月18人 → R5・6月13人） 

◆人権教育研究発表会（１１月１７日）開催：多数のご参加をお待ちしています！ 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

「改訂生徒指導提要を考える」校内研修・ケース会議の実際   

 奥出雲町派遣指導主事 妹尾 俊介 
 町内の学校において、昨年度改訂された生徒指導提要の基本的な考え方に基づき、具体的な事案について、生徒指導担

当を中心とした全教職員による、主体的・対話的で深い子ども理解につながるケース会議が展開されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「保小連携の取組」       

飯南町派遣指導主事   郷原 秀文 

 

飯南町では平成２８年度より、特別な支援を要す

る幼児、児童及び生徒並びにその家族に対し、関係機

関が連携を図り相談支援体制を整え、適切な支援を

円滑に行うための、「飯南町特別支援相談ネットワー

ク事業（以下：相談ネット）」を実施しています。 

令和４年度より、相談ネットの事業のひとつとし

て、早期（幼少期）から対象児等に適切な相談支援体

制を組むことがでるよう「みんない～にゃん全員巡

回訪問」をスタートしました。これは、町内の全小学

校１年生、年長・年中児を対象として、相談ネットの

委員が各学校・所を訪問し、活動の様子を見たり一緒

に活動したりして、先生方と情報共有を行うものです。小学校１年生については、入学から約１か月が経過した５月頃、

保育所の年長児・年中児については８月～９月頃に実施しています。この取組は、必要な支援をできるだけ早い段階で

考えていく機会となっています。さらに、小１プロブレムの解消や保育所から小学校への就学に関する支援等のスムー

ズな移行につながっています。 

この他にも、個別の巡回相談（各小学校、各保育所、保護者等からの申込による相談）をもとにした支援により、小

規模の強みを生かした、継続した切れ目のない支援体制の充実が図られています。 

 「みんない～にゃん全員巡回訪問」は今年度２年目となりました。昨年度の反省を生かしながら、今後も個々のニー

ズに応じた相談支援体制の充実を図りたいと思います。 

◆生徒指導提要2軸3類4層構造についての理解 

 生徒指導担当から、生徒指導提要の基本的な考え方に

ついて説明がありました。特に、発達支持的生徒指導、課

題未然防止教育という常態的・先行的（プロアクティブ）

な生徒指導の重要性について理解を深めました。 

【生徒指導提要P１７（2軸3類4層構造）】 

◆事案についての状況把握 

 いじめ事案とその対応について、校内の教職員全員で

記録をもとに状況を確認しました。内容は、被害を受けた

子どもや保護者の方からの言葉等が詳細に時系列にまと

められたものになっており、説明責任を果たす学校の役

割という観点からも、大変有効な記録でした。 

【生徒指導提要P２８（記録保持）】 

◆校内の教職員全員参加型の協議 

 学年部で「これまで行ってきた生徒指導を４層に分類

する」という視点で協議しました。「何気ない声がけが実

は大切な役割を担っていた」「教職員が互いの授業を見合

うことは発達支持的生徒指導につながる」など、改めて

普段の指導に価値を見出す有意義な協議でした。 

【生徒指導提要P２７（チーム支援による組織的対応）】 

 

＜課題予防的・発達支持的生徒指導の具現化＞ 

〇SCと全生徒、年１回の面談実施機会の確保 

☞子どもたちの「困った・・・」を「相談しよう！」に

変える基盤となる人間関係の構築 

〇朝終礼時の複数教員による巡回 

☞相談体制の充実、様々な視点からの諸課題の早期発見 

〇継続的なソーシャルスキルトレーニング 

☞支持的な雰囲気づくり、自己有用感の育成 

〇加害側の子どもへの支援 

☞見落としがちな大切な視点の共有 

個別の巡回相談（必要に応じて）

年中 年長
保小連絡会（2月）

小１

「みんない～にゃん全員巡回訪問」を軸とした保小連携

就学時健康診断（11月）

スクリーニング検査

みんない～にゃん全員巡回訪問
（小学校…5月 保育所…8・9月）



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
現在進行形で、管内中学校への「生徒指導に係る学校訪問」を行っています。各校におかれましては、ご多忙の中、

丁寧に対応していただきありがとうございます。お話を聞かせていただく中で『生徒指導提要改訂版』に基づいた「積
極的な生徒指導」を意識した取組が行われていることを実感しています。意図的・計画的な働きかけが積極的に行われ
ている学校もあり、大いに参考になりました。協議の中では、私からも「生徒指導の実践上の４つの視点」について触
れさせていただいています。 
 さて、私事ですが、今からもう４０年近くも前のことです。教員１年目のある日、近隣の校長先生のお話を聞く機会
がありました。『中学生としての「生き方」を考える』という題で、次のような話をされた記憶があります。 
① 【「自己ベスト」を目指すこと】 中学校での陸上１００mの記録会。ある生徒の記録が１９秒３であった。言ってみ
れば平凡な記録である。しかし、周りのすべての生徒が大きな拍手をしてほめ称えた。…実はその生徒の今までの記
録は常に２０秒台だったのだ。 

② 【ヤママユガの成長から】 体調１０㎝以上の大きな「ガ」であるヤママユガが、繭を破って出てくるときに着目し
た。もがきながら一生懸命穴をあけ、やがてそこから出てくる。苦しんだ末に出てきたヤママユガは、その後大きく
成長する。ところがある日、人が繭に穴をあけた。ヤママユガは苦しむこともなく簡単に出てきた。しかし、いつまで
たっても羽が大きくならず、やがて死んでしまった…。ヤママユガが自分の力で繭から出てくる時、これこそが中学
生としてのあるべき姿ではないか。 

③ 【マヌーラ（上野動物園のゾウ）への関わり】 マヌーラが病気になり、足が弱ったとき２頭のゾウが不思議な行動
をとった。「ガチャ」が右側から、「タカコ」が左側からマヌーラを支えたのだ。それが２週間続いた。徐々に回復して
くると、今度は１頭ずつ交代で支えていた。１か月以上の支えによりマヌーラは元気になった。この３頭は親子でも
きょうだいでもない。 
これらの話を今振り返ってみると、①と③は「自己存在感の感受」や「共感的な人間関係の育成」につながる話

であり、②は「自己決定の場の提供」につながることであるように思います。そして①～③すべてが、そこには
「安心・安全な環境（風土）が醸成」されていることに気が付きます。 
 …時代の進展に伴い、多様な教育課題への対応が求められています。ただ、児童生徒に対する「育てたい資質・
能力」の根っこの部分は『不易』です。「教職員の同僚性」を大切にされ、生徒指導の一層の推進をよろしくお願
いします。 

「生徒指導に係る学校訪問」から 生徒指導専任指導主事 糸原進 

まｋ 

人権教育推進員 松本 泰治 「楽しい学校」を取り戻そう！ 

 
今、40年以上前の新規採用の頃の記憶を辿っています。

学級経営や教科指導等、半人前で稚拙な私の指導でも子
供達は毎日笑顔で学校生活を送り、充実した教員生活の
スタートが切れたと記憶しています。当時の校長先生の
口癖は「学校は楽しい場所でなければいけない。」でした。
それは、子供達だけでなく教員にとっても「楽しい場所」
という意味で言われたのだと思っています。私もこの校
長先生と同様に「学校は楽しい場所」でなければいけない
と考えています。学校は、友達と一緒に学び、遊び、時に
はトラブルも経験し、人間らしく喜怒哀楽を表現しなが
ら成長できる場です。そんな毎日の生活の中で自分の思
いを表現し合い、人間関係を育てていきます。そして、全
ての子供が一人の人間として他者と共生しながら自己実
現を図っていく場だと考えます。 
さて、学校は今、子供達にとって「楽しい場所」なので

しょうか？必ずしもそうでないかもしれません。長く続
いたコロナ禍の間は、休校、リモート授業、学校行事の中
止が続きました。登校しても、対面で話し合うことも少な
く、大勢で遊ぶことも禁止され、「黙食」で給食を食べる
など、非接触の学校生活が続きました。さらにコロナ禍
は、「同調圧力」も強めることとなりました。政府や自治
体からの行動規制に縛られ、誰もが制約された同じ行動
様式で暮らすことを余儀なくされました。そんな中で、子
供達から「自分（達）で考え、自分（達）で決め、自分（達）
で行動する機会」を少しずつ奪っていったように思いま
す。言い換えれば、子供達の「人権」が尊重されにくい学
校生活が続いたとも言えます。それに呼応するかのよう
に、コロナ禍の 2021 年度の小中高でのいじめ認知件数
は、615,351件。小中での不登校児童･生徒数は、244,940
人。いずれも過去最多となりました。様々な要因が考えら
れると思いますが、3年余り続いたコロナ禍による学校生
活や教育活動の制約が、少なからずその要因になってい 

 

るように思えてなりません。（数字は文科省『令和 3 年度
児童生徒の問題行動･不登校等生徒指導上の諸課題に関す
る調査』より） 
本年5月8日にコロナは5類へ移行し、人びとの生活は

徐々にコロナ禍前に戻りつつあります。学校生活も同様に
以前の教育活動が実践できるようになってきました。そん
な今だからこそ、「子供の権利が大切にされ、子供達の声
が尊重される学校づくり」を今まで以上に意識して進めて
いきませんか？新しいことにチャレンジしなさいという
ことではありません。「毎日の生活全てが人権学習であ
る。」という意識を持って教育活動に取り組んでいただき
たいということです。そのためには「隠れたカリキュラム」
である教職員の子供達に接する姿がとても大切になって
きます。朝、子供達と出会ったときの「おはよう、元気？」
の一言。終礼時に「今日は何があった？楽しかった？」と
声をかけること。そんな教職員の子供達への温かい関わり
全てが人権学習です。さらに、その上で意識していただき
たいのが、『子供達同士が関わる教育活動を増やすこと』
『子供達が主体的に考え、判断し、自己決定する場を増や
すこと』『子供達の心を動かす体験活動を増やすこと』等
です。そのような活動の中で、自分の考えをしっかりと持
ち、他者の思いや考えに触れることが増えていけば、人権
感覚は磨かれ、自他を尊重し合う関係づくりは進んでいき
ます。 
 管内の中学校で生徒会主体で校則の見直しをしている
学校がありました。校則を自分たちで考える中で他者の思
いや願いに気づき、誰もが気持ちよく生活できる学校づく
りを進めていく生徒の姿に大きな成長を感じたというお
話がありました。まさにこれが、子供達が主役の「楽しい
学校」です。 
コロナ禍が収束しつつある『今』こそ「楽しい学校」を

取り戻すチャンスだと思いませんか？ 

 



給 与 明 細 書 を 確 認 し て み ま し ょ う 
 

届出が必要な場合であっても、届出漏れがあると、手当の支給開始が遅れたり、遡って手当を返納したりすることにな

ります。届出をしていないものがないか今一度、確認してみてください。諸手当のうち、職員本人の届出が必要となる主

な場合を以下にまとめましたので、該当するものがありましたら、速やかに事務職員へお伝えください。 
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 手 当 名 支 給 額（月 額） 届出が必要となる主な場合 

① 扶養手当 子：１0,000円、父母等：6,500円 

※満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子には5,000円加算 

子が産まれた、子が就職した、子の過

去１年間の収入が 130万円を越えた 

② 住居手当 家賃額に応じて支給（支給上限額 : 27,000円） 

※教職員住宅に居住している場合は支給対象外 

転居した、家賃が変更となった、借り

主を変更した 

③ 通勤手当 自動車：通勤距離に応じて支給（支給上限額：42,600円） 

公共交通機関：定期券等の金額に応じて支給 

転居した、交通手段を変更した、通勤

経路を変更した 

④ へき地手当に準ずる手当 （給料の月額＋扶養手当の月額）✕支給割合(4％) ※6年目以降2％ 転居した 

⑤ 単身赴任手当 30,000円＋加算額(5,000円～70,000円) 

※加算額は職員と配偶者の住居間の交通距離に応じて支給 

転居した、別居していた配偶者と同居

した 

⑥ 児童手当 中学校卒業前までの子1人につき 10,000円～15,000円 

※支給月：6月（2～5月分）、10月(6～9月分)、2月(10～2月分) 

臨時的任用教職員は、市町村へ請求してください。 

子が産まれた、転居した、氏名を変更

した、離婚協議中により配偶者や子と

別居した 

 

【 参 考 】職員口座振替内訳の各控除の内容について  

 

 

①           ②           ③            ③           ③           ③           ③           ③ 

 

③           ④           ⑤            ⑥                                     ⑦ 

①控除A・B･･･組合費 ②控除C･･･中国ろうきん ③その１～その７･･･各所属で登録している親睦会費等 ④その８･･･学校生協  

 ⑤その９･･･教育公務員弘済会 ⑥その１０･･･全労済   ⑦その他･･･地方職員共済組合物資償還金 

 

総務課より 

① 


